
別表第１（第３条関係） 

補助対象事業 
「新商品・新サービスの開発」、「既存商品の改善」、「販路開拓」

又は「生産性向上」などの取組 

補助対象者 

（１） 市内に本社又は主たる事業所を持つ中小企業者（個人事

業主含む。）、ＮＰＯ法人、組合、商店会等の任意団体 

（２） 上記に定める市民又は法人若しくは団体のいずれか２者

以上で構成 

補助経費 

（１） 謝金 

専門家のアドバイスを受けるために必要な謝金 等 

（２） 旅費 

アドバイスを受ける専門家を招聘するための旅費、職員

の研修旅費等（実費弁償） 等 

（３） 原材料費 

新商品の試作又は販売商品の作製に直接使用する主要

原料、材料、資材等の購入に要する経費 等 

ただし、補助対象経費全体の１０％（税抜）までとする。 

（４） 機械器具費 

必要な機械装置のリース、レンタル、購入経費 等 

（５） 委託費 

市場調査やオーダーメイド商品の開発、ホームページの

作成等の一部を外部に委託する経費 等 

（６） 広告宣伝費 

チラシ作成 等 

（７） 会議事務費 

事業実施のために必要な会議を開催する会場使用料、文

献費、消耗品費 等 

（８） その他 

上記以外で市長が特に必要と認める経費 

業種区分（日本標

準産業分類によ 

る） 

Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業 

Ｄ 建設業 

Ｅ 製造業  

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 

 



 

Ｇ 情報通信業 

Ｈ 運輸業、郵便業 

Ｉ 卸売業、小売業 

Ｊ 金融業、保険業のうち、小分類６７４保険媒介代理業、６７ 

５保険サービス業 

Ｋ 不動産業、物品賃貸業 

Ｌ  学術研究、専門・技術サービス業（細分類７２９１ 

興信所は除く。） 

Ｍ  宿泊業、飲食サービス業（小分類７６６バー、キャ 

バレー、ナイトクラブは除く。）  

Ｎ  生活関連サービス業、娯楽業（細分類７９９９他に 

分類されないその他の生活関連サービス業、小分類８０３競 

輪・競馬等の競走場、競技団、細分類８０６４パチンコホー 

ル、細分類８０９４芸ぎ業、細分類８０９６娯楽に付帯するサ 

ービス業は除く。） 

Ｏ 教育、学習支援業のうち、中分類８２その他の教育、学習支 

援業  

Ｐ  医療、福祉（小分類８３１病院、８３２一般診療 

所、８３３歯科診療所は除く。） 

Ｒ サービス業（他に分類されないもの）（ただし、細分類９２９

９他に分類されないその他の事業サービス業、中分類９３政

治・経済・文化団体、中分類９４宗教は除く。） 

その他、上記に属するもののほか、特に市長が認めたもの 

補助金額 事業費の２分の１以下の額又は２０万円のいずれか低い額 

 


